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     ：自)埼玉県本庄市沼和田 

       至)群馬県高崎市新町 
     ：7.0km･24.25m～27.25m 
     ：４車線 
     ：26,900～32,100台/日 
     ：平成１５年度 
     ：２６０億円 
      （前回評価時 ２４８億円） 

   

【 現 況 】 

凡 例 
計画交通量（台/日） 

単位（ｍ） 

1 

本庄道路 

【計画（橋梁部）】 

（ ）は神流川橋 

【計画（土工部）】 

計画の概要 

標準横断図 

区 間 

 

計画延長･幅員 

車 線 数 
計画交通量 
事 業 化 
事 業 費 

位 置 図 

１．事業の概要    
(１) 事業の目的と計画の概要 

・本庄道路は、関越自動車道や上越・北陸新幹線、JR高崎線と並行しており、田畑の耕作地を通過。 

 
・交通混雑の緩和 
・防災震災対策 

目 的 
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算出条件）
開通前：H27道路交通センサス

（混雑時平均旅行速度）
開通後：本庄道路再評価区間

60km/h

起点：自衛隊前
終点：若泉二丁目
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・本庄道路に並行する国道１７号（現道）の自衛隊前交差点～若泉二丁目交差点のうち、勅使河原北交差点、
若泉二丁目交差点は主要渋滞箇所に特定。 

・事故類型は追突事故が多く、全体の約8割を占める。 
・本庄道路の整備により、現道区間の交通が転換され、交通混雑の解消、交通事故の減少が見込まれる。 
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 （２）－１ 事業の必要性（国道17号（現道）の交通状況） 

１．事業の概要    

国道17号（現道）の交通状況 国道17号 本庄道路 延長13.1km 

勅
使
河
原
北 

勅
使
河
原 

神
保
原
北 

神
保
原
南 

小
島
北 

 埼玉県  

17

462

写
真
①↓

 

235件

75%

34件

11%

26件

8%

9件

3%

9件

3%
1件

0% 上り 

下り 

7時 

9時 

11時 

13時 

15時 

17時 

昼間12h平均 

7時 

9時 

11時 

13時 

15時 

17時 

昼間12h平均 

歩道未整備

通学路

交通事故
（死傷事故率(件/億台km)）
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データ) H21歩道調査

死傷事故率（100m毎）

データ）H24-H27イタルダ事故集計

更新予定 

事故データ、歩道、通学路はダミー 

データ受領次第更新 
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交通事故 
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（件/億台km） 

（100m毎） 

出典：H23-H26イタルダ事故データ 
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出典：H23-H26イタルダ事故データ 

調査中区間 

高速道路 

一般国道 

県道 

市役所・町役場 

主要渋滞箇所 

信号交差点 

群馬県 
埼玉県 

更新予定 

Ⅰ期区間（整備中区間） 
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国道17号の事故類型 

出典：ETC2.0プローブデータ（2016.4～2017.3全日） 

0～20km/h 20～30km/h 30～40km/h 

40km/h以上 

出典：H23-H26イタルダ事故データ 

車両相互（正面衝突）  車両相互（追突）    車両相互（出会い頭） 

車両相互（右左折）    車両相互（その他）   車両単独 

人対車両 

単位：件 

N=316件 
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撮影：平成29年8月 

至高崎 

至さいたま 

 写真① 自衛隊前交差点付近の交通状況 

至高崎 

至さいたま 撮影：平成29年9月 

 写真② 若泉２交差点付近の交通状況 

更新予定 

笛
木
町 

出典：イタルダ事故データ 

   算出条件） H24-H27 

         起点：自衛隊前 

         終点：若泉二丁目 

車両相互(追突) 車両相互(右左折) 車両相互(出会い頭) 

車両相互(その他) 車両相互(人対車両) 車両単独 
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て  し  が  わ  ら  き た 



・国道17号は、東京と新潟を結び、埼玉県内を南北に縦断する主要幹線道路であり、第一次特定緊急輸送

道路に指定されるなど、関越自動車道の代替路線としての役割も果たす重要な路線である。 

・また、本庄道路の整備により、架設後約80年経過している神流川橋が架け替えられることにより、 

 緊急車両の通行、災害物資の輸送等のネットワーク強化が図られる。 
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［橋梁箇所数］ ［累積］
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［建設年度］

第一次緊急輸送道路網図 

建設年度別の橋梁箇所数の分布 
（関東地方整備局管理橋梁） ：橋長15m以上 

：橋長15m未満 

凡 例 

：橋梁箇所数累積 

昭和９年（1934年） 
神流川橋架設 

資料：「管理橋梁の現況（平成25年度版）」関東地方整備局 

 （２）－２ 事業の必要性（防災・震災の対策） 

１．事業の概要    
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資料：「埼玉県緊急輸送道路網図埼玉県ＨＰ 
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神流川橋 
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第一次緊急輸送道路【高速道路】              

第一次緊急輸送道路【 国 道 】              
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上里町役場 
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太田記念病院 
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：国道 

：渡河部 

凡例 

神流川橋の状況 

至 前橋 

至 さいたま 

神流川 

現在の神流川橋の様子 

撮影：平成29年7月 

神流川橋位置図 
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第一次緊急輸送道路【高速道路】              

第一次緊急輸送道路【 国 道 】              
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資料：「埼玉県緊急輸送道路網図埼玉県ＨＰ 
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凡  例 

第一次緊急輸送道路【高速道路】              

第一次緊急輸送道路【 国 道 】              

群馬県 

国道17号 本庄道路 延長13.1km 

Ⅰ期区間（整備中区間） 
  延長７．０km 

Ⅱ期区間（調査中区間） 
 延長６．１km 

再評価対象区間 

凡例 

調査中区間 

高速道路 

一般国道 

整備中区間 

E１８

E１７

神流川橋概要 

昭和9年に架設され、約80年が経過 

昭和9年 神流川橋渡り初めの様子 

かんながわ 



・本庄道路は、首都圏と上越・信越方面を結ぶ大動脈である国道17号バイパスの一部である。 
・本庄道路の整備により、開通済みの深谷バイパス、熊谷バイパス、事業中の上尾道路と一体となって 
 県北・県央地域の幹線ネットワークを形成。 

 （２）－３ 事業の必要性（地域の幹線ネットワークの形成） 

１．事業の概要    
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上段：計画交通量 
下段：Ｈ27一般交通量調査 
     交通量（平日24時間） 

凡例 

32,100台/日 
－ 

至 さいたま 

至 前橋 

撮影：平成29年8月 

26,900台/日 
－ 

至 さいたま 

至 前橋 

平成１５年度 事業化 L=7.0km(埼玉県本庄市沼和田～群馬県高崎市新町)                 
       環境影響評価方法書公示・縦覧 
平成１９年度 都市計画案、環境影響評価準備書の公告・縦覧 
平成２０年度 都市計画決定、環境影響評価書の公告・縦覧 
平成２１年度 測量・地質調査の地元説明会 
平成２４年度 用地買収着手 
平成２５年度 工事着手 

平 面 図 ①神流川橋付近の交通状況 

② 小島北交差点付近の交通状況 

至 

富
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至 

さ
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至 伊勢崎 

至 本庄 

至 前橋 

２．事業の進捗状況    
 （１） 事業の経緯 

撮影：平成26年9月 
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19,938台/日 

再評価対象区間 
本
庄
市
沼
和
田 



２．事業の進捗状況    

・当該区間の用地取得率は２３％（平成29年3月末・面積ベース）。 
・引き続き、神流川橋架替区間、土工区間の用地取得を進めるとともに、神流川橋架替工事を推進。 
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①神流川渡河付近（さいたま方面を望む） 

■工事予定箇所周辺の状況 

■整備状況 

②国道４６２号付近（高崎方面を望む） 

 （２）残事業の概要 

撮影：平成29年7月 

至 前橋 

至 さいたま 撮影：平成26年5月 

至 本庄 

2 

1 

至 前橋 

至
 
さ
い
た
ま
 

至 

富
岡 

神流川橋架替区間 土工区間 

若
泉
２ 

さ
い
た
ま
け
ん
ふ
か
や
し
お
か 

群
馬
県
高
崎
市
新
町 

ぐ
ん
ま
け
ん
た
か
さ
き
し
し
ん
ま
ち 

本庄道路 延長１３．１km 

埼
玉
県 

埼
玉
県
深
谷
市
岡 

Ⅰ期区間 
（整備中区間） 
 延長７．０km 

Ⅱ期区間 
（調査中区間） 
 延長６．１km 

さ
い
た
ま
け
ん 

ほ
ん
じ
ょ
う
し
ぬ
ま
わ
だ 

再評価対象区間 

至 伊勢崎 

本
庄
市
沼
和
田 



至 本庄 

前回再評価（Ｈ２６） 

今回再評価（Ｈ２９） 

至 さいたま 

至 さいたま 

至 前橋 

至 前橋 

現国道１７号 

現国道１７号 

撮影：平成２６年５月 

撮影：平成２９年３月 
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撮影：平成２９年７月 

至 前橋 

２．事業の進捗状況    

至 さいたま 

 （３）前回再評価からの進捗状況 

＜写真①＞ 神流川河川敷 

今回再評価（Ｈ２９） 

＜写真①＞ 神流川河川敷 

撮影：平成２６年７月 

至 高崎 

至 さいたま 

1 

至 前橋 

至 さいたま 

至 

富
岡 

群
馬
県
高
崎
市
新
町 

ぐ
ん
ま
け
ん
た
か
さ
き
し
し
ん
ま
ち 

本庄道路 延長１３．１km さ
い
た
ま
け
ん
ふ
か
や
し
お
か 

さ
い
た
ま
け
ん 

埼
玉
県 

埼
玉
県
深
谷
市
岡 

Ⅰ期区間 
（整備中区間） 
 延長７．０km 

Ⅱ期区間 
（調査中区間） 
 延長６．１km 

ほ
ん
じ
ょ
う
し
ぬ
ま
わ
だ 

再評価対象区間 

至 伊勢崎 

本
庄
市
沼
和
田 

今回再評価（Ｈ２９） 前回再評価（Ｈ２６） 
至 さいたま 

至 前橋 撮影：平成２９年３月 

至 さいたま 

至 前橋 撮影：平成２７年１月 

＜写真①＞ 神流川河川敷 

＜写真①＞ 神流川橋架替位置 
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①調整池の設置にともなう事業費の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(約１２億円増額） 
                                                  計 約１２億円増額 

２．事業の進捗状況    
 （４）-１ 事業費増加の要因 

項目 事業変更の要因 増額 

① 
調整池の設置にともなう
事業費の増加 

道路排水の流末管理者との協議を実施したところ、調整池の設置が必要とな
り事業費が増加した。 

約１２億円 

合計 約１２億円 



(

市)

岩
倉
橋
下
戸
塚
線

本
庄
道
路
連
絡
線

(

町)

２
１
１
号
線

（
都
）
中
央
通
り
連
絡
線

(

町)

１
０
２
号
線

(

市)

２
０
１
号
線

(

一)

沼
和
田
杉
山
線

国
道
４
６
２
号
線

国道１７号至

前
橋

神
流
川 至

さ
い
た
ま

(

都)

神
保
原
線

本庄道路 本庄道路

忍保川

御
陣
場
川

御
陣
場
川

・事業化時、道路排水は既設河川及び農業用排水路への直接放流にて計画。 
・平成18年10月、近年の集中豪雨による浸水被害が多発していることから、埼玉県が「埼玉県雨水流出抑制施設
の設置等に関する条例」を制定。 

・平成24年、河川及び農業用排水路の管理者との放流協議の結果、道路整備による流出増分について、同条例に
よる雨水流出抑制施設（調整池）を設置することとなった。 
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２．事業の進捗状況    

①調整池の設置にともなう事業費の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(約12億円増額） 

 （４）-２ 事業費増加の要因 

２号調整池 

本庄道路 

平面図 横断図 調整池例 

■本庄道路における調整池計画の概要 

本庄道路 

調整池 

水路 

：調整池 

凡例 

：水路 

本庄道路 

フ
ェ
ン
ス 

フ
ェ
ン
ス 2号調整池 

当初 道路排水を既設河川及び農業用排水路への直接放流 

条例に基づき、雨水排出抑制施設（調整池）の設置を求められる。 変更 

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例の施行（H18年10月） 

・当初、既設河川及び農業用排水路への直接放流を予定していたが、詳細な設計を行うにあたり各管理者へ確認
したところ、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」に基づいた雨水流出抑制対策を行うことが条件と
されたため、雨水流出抑制施設（調整池）の設置が必要となった。 



■総便益（Ｂ）  
 

 道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれについて推
計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。 
【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】 

 

■総費用（Ｃ）  
 

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。 
 

３．事業の評価    
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１）計算条件 
       
 ・基準年次    ：平成26年度      
 ・分析対象期間  ：供用後50年間   
 ・基礎データ   ：平成17年度道路交通ｾﾝｻｽ  
 ・交通量の推計時点：平成42年度   
 ・計画交通量   ：26,900～32,100（台/日）    
 ・事業費     ：約248億円     
 ・総便益（Ｂ）    ：約386億円(1,123億円

※
)     

 ・総費用（Ｃ）  ：約224億円(  297億円
※
)   

 ・費用便益比   ：1.7             
  ※基準年次における現在価値化前を示す 

注：費用対効果分析に係る項目は平成26年度評価時点 



便益(Ｂ) 

走行時間 

短縮便益 

走行経費
減少便益 

交通事故
減少便益 

総便益 費用便益比 

（Ｂ／Ｃ） 
329億円 33億円 25億円 386億円 

費用(Ｃ) 
事業費 維持管理費 総費用 

１．７ 
203億円 21億円 224億円 

２）事業全体 

３）残事業 

便益(Ｂ) 

走行時間 

短縮便益 

走行経費
減少便益 

交通事故
減少便益 

総便益 費用便益比 

（Ｂ／Ｃ） 
329億円 33億円 25億円 386億円 

費用(Ｃ) 
事業費 維持管理費 総費用 

１．９ 
178億円 21億円 199億円 

３．事業の評価    

注1）便益・費用については、平成26年度を基準年とし、社会的割引率を４％として現在価値化した値である。 

注2）費用便益比算定上設定した完成年度は平成33年度である。 

注3）費用及び便益額は整数止めとする。 

注4）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。 

注5）便益の算定については、「将来交通需要推計手法の改善について【中間とりまとめ】」に示された第二段
階の改善を反映している。 
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注：費用対効果分析に係る項目は平成26年度評価時点 



チェック欄

■

■

■

■

■

■

（事業全体）
・交通量（-10％）　Ｂ／Ｃ＝1.5
・事業費（+10％）　Ｂ／Ｃ＝1.6
・事業期間（+20％）　Ｂ／Ｃ＝1.6

（残事業）
・交通量（-10％）　Ｂ／Ｃ＝1.7
・事業費（+10％）　Ｂ／Ｃ＝1.8
・事業期間（+20％）　Ｂ／Ｃ＝1.8

■

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

担当課長名：　　　蓜島　洋伸

事 　業 　名：　　　一般国道１７号　本庄道路

費用対効果分析実施判定票

項  目

前回評価で費用対効果分析を実施している H26年度に実施

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例［直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％以
上］
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上
回っている。

■

前回評価時における下位ケース値が基準値を上回っている
H26年度実施の下位値

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

前回評価時の事業期間19年(H15～H33)に対して1年(5.3%）の延長であり、10%以内である。

前回評価時の事業費248億円に対し、12億円(4.8%)の増加であり10%以内である

需要量の変化はない

B／Cの算定方法に変更がない

担当課：　　　計画課

年　度：　　　平成２９年度

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例〔地元情勢等の変化がない〕

・事業目的に変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例［B／Cの算定方法に変更がない］

２．需要量等の変更がない

判断根拠例［需要量等の減少が１０％※以内］

３．事業費の変化

判断根拠例［事 業 費の増加が１０％※以内］

４．事業展開の変化

判断根拠例［事業期間の延長が１０％※以内］

地元情勢等の変化がない

事業目的に変更はない

判断根拠

判定

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

外的要因

事業目的

３．事業の評価    
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４．事業の見込み等    

・平成２４年度から用地取得に着手、平成２５年度から橋梁（神流川橋）工事に着手。 

・当該区間の用地取得率は２３％（平成29年3月末・面積ベース）。 

・引き続き、神流川橋架替区間、土工区間の用地取得を進めるとともに、神流川橋架替工事を推進。 

H15 H20 H21～H23   H24 H25 H26～H28 H29 H30年代以降 

事業着手 

調査・設計 

用地 

埋蔵文化財調査 

工事 

事業化 

要修正 

現在 

都市計 

画決定 

至 前橋 

至 さいたま 

至 

富
岡 

本庄道路 延長１３．１km 
Ⅰ期区間 

（整備中区間） 
 延長７．０km 

Ⅱ期区間 
（調査中区間） 
 延長６．１km 

再評価対象区間 

着手 

着手 

13 

かんながわ 

かんながわ かんながわ 



５．関連自治体等の意見 

（１）埼玉県知事からの意見 

本庄道路は、首都圏と上信・信越方面を結ぶ国土の大動脈である国道17号のバイパスとして、広
域幹線道路ネットワークを形成する非常に重要な道路です。 
本庄道路の整備により、沿線地域の交通渋滞の緩和や安全性の向上、地域経済の活性化が図

られるだけでなく、大規模災害時における救助活動や支援物資の緊急輸送路としても期待してい
ます。 
早期全線開通に向け、引き続き、コスト縮減に十分留意し、事業推進を図っていただきたい。 

本庄道路は、本県と埼玉県を結ぶ重要な路線であり、渋滞解消、防災、震災の対策のため、早期
の整備をお願いしたい。 
計画区間西側(群馬県側)に連続する現道区間は、上り線が片側１車線であり、渋滞が発生してい

るため、事業の延伸をお願いしたい。 
また、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を促進されたい。 

（２）群馬県知事からの意見 

14 



・平成２４年度から用地取得に着手、平成２５年度から橋梁（神流川橋）工事に着手。 

・当該区間の用地取得率は２３％（平成29年3月末・面積ベース）。 

・引き続き、神流川橋架替区間、土工区間の用地取得を進めるとともに、神流川橋架替工事を推進。 

・本庄道路に並行する国道１７号（現道）の自衛隊前交差点～若泉二丁目交差点のうち、勅使河原北
交差点、若泉二丁目交差点は主要渋滞箇所に特定。 

・事故類型は追突事故が多く、全体の約8割を占める。 
・本庄道路の整備により、現道区間の交通が転換され、交通混雑の解消、交通事故の減少が見込ま
れる。 

・本庄道路の整備により、架設後80年経過している神流川橋が架け替えられることにより、緊急車両
の通行、災害物資の輸送等のネットワーク強化が図られる。 

・本庄道路は、首都圏と上越・信越方面を結ぶ大動脈である国道１７号バイパスの一部として、開通
済みの深谷バイパス、熊谷バイパス、事業中の上尾道路と一体となって県北・県央地域の幹線 

 ネットワークを形成。 
 

（１）事業の必要性等に関する視点 

（２）事業進捗の見込みの視点 

・事業継続 
・本庄道路は、交通混雑の緩和や交通事故の減少、防災震災対策の観点から事業の必要性・重要
性は高く、引き続き事業を継続し効果発現を図ることが妥当と考える。 

（３）対応方針（原案） 

６．今後の対応方針（原案） 
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